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自由権 規 約 委 員 会
通報番号 1557/2007

国籍国との関係が失われている一方で,滞在期間,

家族,言語等の面でオーストラリアと深いつながり

を有する通報者の ｢自国｣は,国籍の有無にかかわ

らずオーストラリアと解釈すべきであり,当事国政

府が通報者の犯罪歴を理由として在留資格を取り消

し,国籍国に送還したことは規約違反に当たると判

断した事例

通 報 者 StefanLarsNystrom ,

当 事 国 オース トラリア

通 報 日 2006年 12月22日

見 解 採 択 日 2011年 7月 18日

条 約 発 効 日 1980年 8月 13日

事案の概要

1.通報者の両親 は1966年にオース トラ リ

アに移住 したが,通報者の母はスウェーデンに

一時帰国中に通報者を出産 した｡通報者は生後

27日目でオース トラ リアに戻 り,以来ず っと

オース トラリアで生活 している｡その後両親が

離婚 したため父親 との交流はないが,母,柿,

甥たちとは親密に交流 している｡一方で通報者

は国籍国であるスウェーデンの親戚 と直接連絡

をとったこともなく,スウェーデンに行 ったこ

とも,スウェーデン語を学んだこともない｡

通報者は 10代の頃,男児に対す る強姦事件

蓉初め,窃盗,強盗,道路交通法違反等の数々

の犯罪 を行い,13歳で施設に入所 してい る｡

成人後 も強盗事件等 を起こして実刑判決を受け

ている｡通報者の非行の背景にはアルコールの

問題があったが,本件処分時には安定 した仕事

につき,アルコールの問題 も徐々に克服 して自

分でコントロール可能になっていた｡

2004年 8月 12日,当局は通報者の犯罪歴 を

理由として在留資格 を取 り消 し,刑務所に8か

月間収容 した｡その後連邦裁判所は決定を取 り

消 して通報者は釈放 されたが,2006年 11月8

日,判決は控訴審で覆 されスウェーデン-の送

還が命 じられた｡

控訴審終了後通報者は再び収容 され,｢危険

人物｣ とみなされ独居房に入れられた｡更に通

報者は,送還への同意書にサインしなければ無

期限に収容 されるかもしれない との説明を受け,

法的ア ドバイスを受ける機会 も与えられなかっ

た｡そのため通報者は同意書に署名 し,1か月

後にスウェーデンに送還 された｡

スウェーデン政府は,人道的理由か ら通報者

を送還 しない よう申し入れ していたが,送還に

際 してオース トラリア政府か らスウェーデン政

府への連絡はな く,通報者は空港でスウェーデ

ン政府関係者 と面会することもできなかった｡

なお通報者は,在留資格 を取 り消 される可能

性を示唆 されるまで,オース トラリア国民であ

ると思 っていた｡実際に通報者の在留資格は自

動更新 されてお り,パスポー ト上のスタンプ等

もなかった｡彼の母親 も,以前帰化 を勧める手

紙をオース トラリア政府から受け取 った際息子

のことは一切記載 されていなかったので,息子

はオース トラリア国籍 を持 っていると思 ってい

た｡

上記収容 と退去強制命令について通報者が主

張する規約違反は以下の通 り｡

(∋12条 4項違反

移動 の 自由に関す る委 員会 の一般的見解

No.27によれば,｢自国に戻る権利｣の ｢自国｣

とは単に形式的な意味での ｢国籍国｣ よりも広

義に解釈 されるべ きであり,自国の範囲には,

当該国に対 して特別の権利関係 または請求権を

有するがゆえに単なる外国人 と見なすことはで

きない個人 も含 まれる｡またこれまでの先例に
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おいても,委員会は単なる形式的なつなが りよ

りも,当該個人 と居住国やその社会 との個人的

かつ精神的なつなが りに関心を示 している｡

従 って過去の犯罪歴だけを根拠に ｢自国｣か

らの送還を正当化することはできず,それ以外

の安全保障や公共の秩序 といった理由が必要で

ある｡本件は通報者が犯罪を行 った時点から相

当期間経過 した時点での処分であり,国家の安

全や公共の秩序に対する差 し迫 った必要性は認

められない｡よって,通報者を自国から送還 し,

さらに再入国を禁止 していることは慈意的であ

り,12条 4項に違反する｡

② 14条 7項違反

通報者は犯罪に対する刑罰を受けてお り,犯

罪歴を理由とした強制送還および再入国の禁止

は一事不再理の原則に反する｡通報者が移民の

収容施設ではなく警備の強固な刑務所に収容さ

れたとい う事実自体が,収容 と送還が ｢処罰｣

として行われたことの証左である｡

③ 2条 1項,26条違反

刑罰 と送還 とい う二重の処罰は,通報者がオ

ース トラリア国籍を有 していれば受けなかった

不利益であり,国籍に基づ く差別に当たる｡

④ 17条,23条 1項違反

送還により通報者の家庭生活は深刻なダメー

ジを受けた｡委員会の一般的意見 16によれば,

"home" とは ｢人の住んでいる所 または日常

の仕事をする場所｣ と解釈されている｡オース

トラリアは通報者の唯一の生活の場であり,秦

族や友人や仕事から切 り離 して,何 らのサポー

トも受けられないスウェーデンに送還すること

は,通報者のプライバシー,家族,家庭生活,

そして家族を守る権利への不当な干渉であり,

国籍に基づ く差別である (26条)｡

また通報者の送還は通報者の母,姉の家族結

合の権利 も侵害 している｡

(99条違反

収容時通報者は就職 し,在留資格の再取得の

ための準備を行 っていた｡従 って逃亡の危険は

なく,収容以外の代替措置 も十分可能だったの

であり,延べ 9か月間の収容は悉意的である｡

2.当事国政府の反論は以下の通 りである｡

1) 許容性について

すべての主張は十分な具体性がない｡また

14条 7項違反の論点は通報者が国内手続 きに

おいて主張 していないので国内的救済手段が尽

くされていない｡

2) 本案について

① 9条 1項違反

収容および収容中の処遇はいずれもオース ト

ラリアの国内法に従 った措置であり合法である｡

② 12条 4項違反について

規約の趣旨に照らしてもオース トラリアは通

報者の ｢自国｣ではない｡通報者はオース トラ

リアにおいて外国人であり,｢どの外国人を在

留させるかは基本的には当事国政府の判断に委

ねられている｣(一般的意見 15)｡

確かに,Stewartv-Canadaにおいて委員会

は,国籍国が必ず しも ｢自国｣ とはならない場

合を列挙 した｡すなわち(∋国籍がはく奪 された

場合,②国籍国が消滅 した場合,③無国籍者で

ある場合の3つの場合である｡ しか し本件通報

者はそのいずれにも当てはまらない｡ もっとも

例外 として,居住国政府が不合理な条件を課 し

て帰化を困難にしているよう場合は,居住国を

｢自国｣ と判断される余地がある｡ しか し本件

ではそのような事情はない｡ よって通報者の

｢自国｣はオース トラリアではな くスウェーデ

ンである｡

③ 14条 7項

移民の収容施設へ収容することが不適切 と判

断された人物については,刑務所や拘置所に収

容できるとい う国内法がある｡彼を8か月間刑

務所に収容 したのは,彼が一連の暴力的犯罪を

行っていること,収容施設の職員や同房者を脅

迫 したことから,警備の手薄な収容所ではなく

刑務所-の収容が適切 と判断 した｡

また通報者にはアルコール中毒の治療が必要

だっただけでなく,不安感を訴えてお り,医療

的対応のため独居房に収容 した｡彼自身,他の
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民族グループと同室になることを嫌い,自ら独

居房-の収容を希望 していたとい う事情もある｡

(彰17条,23条 1項について

一般的意見は "home" を ｢人の住んでいる

所 または日常の仕事をする場所｣ と解釈 しては

いるが,これはあくまで一定の地域であり,過

報者が主張するようにオース トラリア全土を意

味するわけではない｡

23条については,確かに在留資格の取消 し

と送還は通報者の家庭生活への干渉である｡ し

かし移民法は重大犯罪を在留資格取 り消 しの理

由として掲げているのであり,このことは国民

の生命,自由,安全を守るとい う規約の趣旨と

も一致 している｡よって個人 と国家の利益 とを

比較衡量 して判断すべ きであるが,本件では通

報者が行った数々の重大犯罪に鑑みると,オー

ス トラリア国民を守るとい う利益を優先すべき

であるから,処分は慈意的ではない｡

⑥2条 1項,26条違反

通報者に対する処分はすべて法律に則 って行わ

れた｡手続 き保障も十分であり,法の下の平等

は守られている｡

委員会の見解

1.許容性について

14条 7項違反については,通報者は国内手

続 きの中で論点 としていない｡よって国内的救

済手段が尽 くされていない｡また 14条 7項 と

の関連で主張 されている2条並びに26条 1項

については,十分な具体性を有 してない｡

その他の論点については十分な具体性があり

受理できる｡

2.本案について

(∋9条 1項違反について

通報者の前科前歴や収容時の対応等に照らす

と,当事国政府が刑務所に収容 したことも含め

国内法上手続 きに違法性はない｡また国内的救

済手段が尽 くされるまで送還が停止 されていた

ことからも,収容および収容中の処遇に規約違

反はない｡
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(912条 2項違反について

規約の趣旨に照らしオース トラリアは通報者

の自国といえるか,そしてオース トラリアに再

入国できないことが悉意的といえるかを検討す

る｡この点一般的意見 27の定義によれば,国

籍国以外の国を ｢自国｣ と言えるか香かは,居

住歴,家族 との締,在留の意思,そして他のど

の地域 とも紐帯がない等の要素を考慮する必要

がある｡

本件では,通報者 とオース トラリアの間に強

い関係があり家族 もオース トラリアに居住 して

いる｡更にスウェーデン語を話すことができな

い とい う事実や,生後 27日か ら一貫 してオー

ス トラリアに居住 していること,一方でスウェ

ーデンとは ｢国籍がある｣ とい う以外に紐帯が

ない とい う事実に照らす と,委員会 としては,

オース トラリアは通報者にとって 12条 4項の

意味する ｢自国｣であると判断する｡

通報者の送還の決定は強姦事件か ら14年が

たってお り,出所から9年経過 していた｡また

強盗事件からは7年が経過 し,その件で出所 し

てからもすでに数年経過 していた｡さらに重要

なことに,通報者は送還時更正に向けた努力を

行ってお り,アルコールの問題 もコントロール

可能な状態 となる等, リノ､ピソの途上だった｡

以上の事情に鑑みると,通報者の送還は悉意

的であり,12条 4項に違反する｡

(丑17条,23条 1項違反について

家族の一員の在留資格を取 り消 して送還する

ことは,直ちに規約違反になるわけではない｡

送還の目的 と,通報者 と家族の別離やそれが当

該個人に及ぼす影響を比較衡量 し,不均衡であ

ると判断 された場合に17条違反 となり得 る｡

本件では,当事国政府 も送還が通報者の家庭生

活を侵害 したこと自体は争っていない｡よって

その侵害が悉意的であり違法であるかを検討す

る｡

オース トラリアの移民法には,12か月以上

の実刑判決を受けた場合には在留資格を取 り消

す とい う規定がある｡ よって通報者が最低でも
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9年刑務所にいたことや深刻な犯罪を行 ってい

る事実に照らすと,本件処分に国内法的な違法

はない｡また委員会 としても,通報者の犯罪歴

が重大であることは認める｡

しかしその一方で,彼が母親や姉 と緊密な関

係を保持 していたこと,在留資格が取 り消され

たときは,犯罪の原因となってきたアルコール

の問題を克服 しつつあり,安定 した職業につい

ていたこと,更に送還の決定は,彼の犯罪や出

所から相当期間経っていたとい う事情がある｡

また通報者の家族は経済的理由からスウェーデ

ンを訪問することは困難であり,通報者は家族

と再会することもできない｡

これらの事情に照らす と,送還は通報者の家

族 との生活に深刻なダメージを与えるものであ

り,17条 と23条 1項に違反する｡

母親 と姉の権利侵害については,通報者の主

張は十分ではなく,また母親 と姉はオース トラ

リアで築いた家族生活の環境を根こそぎ奪われ

たわけではないから,違反は認められない｡ま

た2条,26条 1項違反についての判断は不要

である｡

以上により当事国政府は通報者に対 し,帰国

のための具体的支援を含む,効果的な救済を与

えるとともに,将来同じ違反を避けるべき義務

を負っている｡

3.5名の委員による個別意見

5名の委員が,多数意見の比較衡量による結

論や,12条 4項が規定する ｢自国｣の拡張的

解釈に対 し反対意見を表明している｡

(担当 :小豆津史絵)

(弁護士)
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